
様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和６年６月２８日  

 

福島県病院事業管理者 

工事（委託業務）番号 第 24-25010-0002号 

工事（委託業務）名 宮下病院建替え地内施設解体工事 

質   問   事   項 

１.評価基準の地域要件隣接３管内につきまして、説明書きに喜多方建設事務所管内、県中

建設事務所管内（郡山市内に限る。）南会津建設事務所管内に本店又は支店・営業所を有す

る者であることとありますが、管内の範囲が会津若松建設事務所管内に本店又は支店・営

業所を有する者となっていることや評価対象（会津若松建設事務所管内および宮下土木事

務所管内）に対しまして、会津若松建設事務所管内および宮下土木事務所管内の登録事業

者が参加できないという解釈になってしまいますが、その解釈でよろしいでしょうか？ 

 

２.既設側溝が近接しているため、屋外解体作業を行うと側溝が残らなくなります。 

また、既設側溝が現状破損しているものもあります。どのように対応すればよろしいでし

ょうか？撤去または復旧等となった場合、設計書及および図面等に記載がありませんので、

変更協議の対象という解釈でよろしいでしょうか？ 

 

３.工事施工範囲内に産業廃棄物および廃タイヤがありますが、設計書および図面等に記載

がありませんので、処分等となった場合は、変更協議の対象でよろしいでしょうか？ 

回   答   事   項 

１.隣接３管内について、「発注する工事箇所のある管内を中心に隣接する３管内とする」

としております。 

 そのため、会津若松建設事務所管内及び宮下土木事務所管内の登録事業者においても、

入札可能となります。 

 

２.既存側溝の撤去・復旧は不要です。なお、撤去・復旧が必要となる場合は協議の対象と

します。 

 

３.工事施工範囲内の産業廃棄物、廃タイヤについて、別途処分予定であり、本工事での処

分は不要です。 

 


